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災
害
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
、
高
齢
者
向
け
給
付
金
な
ど
の
制
度
に
便
乗
し
た
詐
欺
が

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ら
家
族
や
知
人
、
消
費
生
活

相
談
窓
口
や
警
察
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

総
合
政
策
課　
企
画
政
策
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
２

詐
欺
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
防
犯
対
策

災
害
に
便
乗
し
た
詐
欺

❶
家
の
修
理
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

家
の
一
部
が
破
損
し
て
し
ま
っ
た
。
突

然
、
業
者
が
家
に
来
て
、「
早
く
工
事

を
し
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と

言
わ
れ
、
不
安
に
な
り
、
そ
の
場
で
契

約
し
た
。

❷「
行
政
か
ら
補
助
金
が
出
る
」
と
震
災

後
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
勧
誘
が
横
行

し
て
い
る
よ
う
だ
。

❸「
北
海
道
産
の
カ
ニ
を
半
額
で
買
わ
な

い
か
、
売
上
金
の
一
部
を
震
災
の
義
援

金
に
す
る
」
と
の
電
話
勧
誘
が
あ
っ
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

❶「
あ
な
た
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
流
出
し

て
い
る
。
登
録
を
抹
消
す
る
に
は
第
三

者
か
ら
名
義
を
貸
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
る
」
な
ど
と
電
話
が
あ
り
、
さ
ら
に

別
の
者
か
ら
「
名
義
貸
し
は
犯
罪
に

な
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
」
な
ど
と
言
わ
れ

解
決
す
る
た
め
の
お
金
を
要
求
さ
れ
た
。

高
齢
者
向
け
給
付
金

❶
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
区
町
村
や
厚
生

労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
不
審

な
電
話
や
郵
便
が
届
い
た
。

❷
支
給
の
た
め
の
手
数
料
を
要
求
さ
れ
た
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

○
必
要
の
な
い
場
合
に
は
、
き
っ
ぱ
り

「
い
り
ま
せ
ん
」
と
断
る

○
動
揺
し
な
い
、
慌
て
な
い

　
不
審
な
電
話
は
す
ぐ
に
切
り
、
事
実
確

認
を
す
る
。

○
詐
欺
か
も
し
れ
な
い
と
疑
う

○
そ
の
場
で
契
約
を
し
な
い

○
す
ぐ
に
お
金
を
振
り
込
ま
な
い

　
お
金
を
振
り
込
む
前
に
、
自
分
の
家
族

や
親
せ
き
、
友
人
、
警
察
に
相
談
す
る
。

付加保険料は月額400円
定額保険料（平成28年度）
16,260円 + 付加保険料400円

付加年金の受給額（年額）は
200円×付加保険料を納付した月数

■付加保険料を10年納付した場合
◦付加保険料の納付総額
　400円×120月（10年）＝４万８千円
◦付加年金額
　200円×120月（10年）＝２万４千円

■注意事項
◦付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年

金です。定額のため物価スライド（増額・減額）はあり
ません。

◦納付期限を過ぎると納付ができなくなります。
◦国民年金基金加入者は付加年金に加入できません。国

民年金基金は公的個人年金です。

■問い合わせ　
【付加年金】
町民課　年金係　☎（232）4914

【国民年金基金】
国民年金基金　☎ 0120（65）4192

付加年金制度を利用できるのは国民年金第 1 号被保険者または
国民年金任意加入者（日本国内居住者のみ）です。届け出た月か
ら開始し、加入・脱退はいつでもできます。

将来の年金を増やしたい人へ

国民年金の付加年金制度

付加年金

老齢基礎
年金

老齢基礎
年金 付加年金 ⇒✚

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

高
齢
者
向
け
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

高
齢
者
向
け
給
付
金
は
所
得
の
少
な
い
高
齢
者
へ
の
支
援
と
高
齢
者
世
帯
の
所
得
全
体

の
底
上
げ
、
平
成
28
年
前
半
の
個
人
消
費
の
下
支
え
と
し
て
支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に
は
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
向
け
給
付
金

■
申
請
期
間
・
申
請
書
発
送

　
案
内
の
発
送
を
４
月
下
旬
、
申
請
受
付

を
５
月
９
日
㈪
か
ら
予
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
の
平
成
28
年
熊
本
地
震
の
た
め
、

延
期
し
ま
す
。

　
案
内
の
発
送
日
、
申
請
期
間
は
後
日
あ

ら
た
め
て
ご
案
内
し
ま
す
。

■
対
象
者　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◦
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
町
内
に
住

民
票
が
あ
る
人

◦
平
成
27
年
度
の
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
人

◦
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
以
上

に
な
る
人（
昭
和
27
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
）

※
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
人
や
生
活
保
護
を
受
給
し

て
い
る
人
、
平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら

給
付
金
交
付
決
定
ま
で
に
死
亡
し
た
人

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
支
給
額　
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

（
１
回
の
み
）

■
申
請
方
法

❶
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
申
請

❷
直
接
申
請

◦
菊
陽
町
役
場　
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

◦
西
部
支
所

■
必
要
書
類

◦
申
請
書

◦
本
人
確
認
書
類（
住
基
カ
ー
ド
・
免
許

証・保
険
証・パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
写
し
）

◦
振
込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し（
平
成
27

年
度
の
臨
時
福
祉
給
付
金
を
受
給
さ
れ

た
人
で
、
同
じ
口
座
へ
の
振
り
込
み
を

希
望
す
る
場
合
は
不
要
で
す
）

※
代
理
申
請
の
人
は
追
加
の
添
付
書
類
が

あ
り
ま
す
。

■
注
意
事
項　

　
必
要
な
書
類
が
漏
れ
て
い
る
場
合
は
支

給
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
期
間
は
市
区
町
村

で
異
な
り
ま
す
。
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人

情
報
の
だ
ま
し
取
り
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

福
祉
課　
地
域
福
祉
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
３

６月１日を基準日とする「平成28年経済セン
サス―活動調査」が行われます。経済活動の状
態を地域別に明らかにすることが目的で、全て
の事業所と企業が対象です。

皆さんが健康で明るく豊かな生活を送るために、
厚生労働省が毎年実施する大変重要な調査です。
県が任命した調査員が顔写真付きの調査員証を
携帯し、各世帯を訪れます。

調査員が訪問します
　調査書類をお持ちしますので、インターネットか調査
票で回答してください。調査情報は統計以外の目的で使
いません。調査員には守秘義務もありますので、安心し
て回答してください。

かたり調査に注意
　調査員は「調査員証」と「腕章」を携行しています。
調査員になりすました「かたり調査」には十分ご注意く
ださい。
■問い合わせ

総合政策課　企画政策係　
☎（232）2112

ご協力をお願いします
■調査基準日　６月２日㈭、７月14日㈭
■対象地区　全国5,530地区、県内120地区
■調査内容　保健、医療、福祉、年金、所得などの状況
■利用方法　

調査票は統計数値としてまとめられ、少子高齢化対策、
健康づくり、就業対策、福祉対策、医療保険・年金制
度運営などの資料として有効に活用されます。

■問い合わせ
菊池保健所　総務企画課　
☎0968（25）4156

全ての事業所・企業が対象
経済センサス―活動調査

健康で豊かな生活を送るための調査
国民生活基礎調査
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